
証券コード　3254

2022年11月30日

株 主 各 位
大 阪 市 中 央 区 城 見 一 丁 目 ２ 番 2 7 号

株式会社プレサンスコーポレーション
代表取締役社長 土 井 　 豊

１．日 時 2022年12月16日（金曜日）午前10時
２．場 所 大阪市中央区城見一丁目２番27号

クリスタルタワー　20Ｆ　「会議室Ａ」
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １. 第26期（2021年10月１日から2022年９月30日まで）事業
報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会
の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第26期（2021年10月１日から2022年９月30日まで）計算
書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）６名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

第26期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第26期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの

で、ご通知申しあげます。
なお、新型コロナウイルスの感染拡大を防止し、株主の皆様の感染リスクを避

けるため、本株主総会においても当日のご来場を見合わせ、郵送もしくはインタ
ーネットによる議決権の行使を強く推奨申しあげます。

以下のいずれかの方法によって、議決権を行使することができますので、お手
数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、2022年12月15日（木曜日）午後
６時までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

[郵送による議決権行使の場合]
　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、上記の行使期限ま
でに到着するようご返送ください。

[インターネットによる議決権行使の場合]
　42頁から43頁に記載の「インターネットによる議決権行使のお手続きについ
て」をご参照の上、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

敬　具

記
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４. 招集にあたっての決定事項
（1）インターネットで議決権行使を複数回された場合は、最後の議決権行使を

有効なものとさせていただきます。
（2）議決権行使書とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された

場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものといたします。
以　上

◎株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産の用意はございません。何卒ご理解
くださいますようお願い申しあげます。

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。

◎第26期定時株主総会における新型コロナウイルス感染防止への対応について
当社では、本株主総会にご出席される株主の皆様の健康と安全面を最優先に考
え、「新型コロナウイルス」の感染防止に向けて次のとおりご案内申しあげま
すとともに、株主の皆様のご理解とご協力をお願い申しあげます。

【株主の皆様へのお願い】
・新型コロナウイルスの感染拡大の状況並びにご健康状態に十分ご留意の上、本
株主総会においても当日のご来場を見合わせることをご検討いただき、可能な
限り郵送又はインターネットによる議決権の行使をお願い申しあげます。

・特に、感染による影響が大きいとされるご高齢の方や基礎疾患のある方、妊娠
をされている方におかれましては、本株主総会においても当日のご来場をお控
えいただくことを強く推奨いたします。

・発熱、咳などの症状のある方、その他「新型コロナウイルス」等の感染症が疑
われる方はご来場をお控えください。感染防止のため、受付においてご入場を
お断りすることがございます。

・会場入口付近での検温等の措置により、発熱があると認められる方、体調不良
と思われる方は、ご入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。

【当社の対応について】
・会場入口付近で、株主様のためのアルコール消毒液を配備いたします。

（ご来場の株主様は、できる限りマスクの持参・着用をお願い申しあげます。）
・株主の皆様に、間隔を空けての着席をお願いする場合がございます。また、会

場席数に限りがあり、株主様同士の距離を保つため当日のご入場をお断りする
可能性がございます。万が一お席をご用意できない場合は、何卒ご容赦いただ
きますようお願い申しあげます。

・株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認の上、マスク着用で応対
をさせていただきます。
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◎総会当日までの新型コロナウイルス感染拡大の状況や政府の発表内容等によっ
て新たな措置を講じる場合や、事業報告、計算書類、連結計算書類及び株主総
会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（ア
ドレスhttps://www.pressance.co.jp/）に掲載させていただきます。

◎本招集ご通知において提供すべき書類のうち、次の事項につきましては、法令
及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト
（アドレスhttps://www.pressance.co.jp/）に掲載しておりますので、本招集
ご通知の提供書面には記載しておりません。したがって、本招集ご通知の提供
書面は、監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をし
た書類の一部であります。

　　「業務の適正を確保するための体制」
　　「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」
　　「連結注記表」
　　「個別注記表」
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( 2021年10月１日から
2022年９月30日まで )

（提供書面）

事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

当社は、2021年６月25日開催の第24期定時株主総会の決議により、決算

期（事業年度の末日）を３月31日から９月30日に変更いたしました。これ

に伴い、決算期変更の経過期間である前連結会計年度（第25期）は、2021

年４月１日から2021年９月30日までの６か月間の変則的な決算となりまし

た。このため、当連結会計年度においては業績に関する前期比増減の記載

を省略しております。

当連結会計年度における我が国経済は、緩やかに持ち直しています。先

行きについては、世界的な金融引締め等が進む中、海外景気の下振れが我

が国の景気を下押しするリスクとなっています。また、物価上昇、原材料

の供給面での制約や価格の上昇、金融資本市場の変動、新型コロナウイル

ス感染症再拡大の可能性等の影響に十分注意する必要があります。

当社グループが属する不動産業界におきましては、都心部の土地代及び

建築費の上昇等に留意する必要があるものの、住宅ローン金利が低い水準

で推移していること、住宅ローン減税制度等の住宅取得支援策が継続して

実施されていること等から、景況は底堅く推移いたしました。また、当社

の主要供給エリアである都市中心部では、生活の利便性等を求めて世帯数

等が増加するエリアがあり、分譲マンションの需要は底堅く推移いたしま

した。

このような環境の下、当社は、主要販売エリアの近畿圏、東海・中京

圏、首都圏及び沖縄を含む地方中核都市において、中心部の選別した場所

での分譲マンションの供給に注力してまいりました。

これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高145,205百万円、営業

利益20,648百万円、経常利益20,809百万円、親会社株主に帰属する当期純

利益14,111百万円となりました。

（不動産販売事業）

不動産販売事業におきましては、ファミリーマンション「プレサンスレ

ジェンドシリーズ」のプレサンスレジェンド大阪新町タワー（総戸数 120

戸）やワンルームマンション「プレサンスシリーズ」のプレサンス堺筋本

町ディスティニー（総戸数 196戸）等の販売が順調に推移いたしました。
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しかしながら、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響により経済活

動が制約を受ける中、当社の販売活動もその影響を受けております。ま

た、計画どおりではありますが、前年同一期間(2020年10月１日～2021年

９月30日)に複数の外部事業者と大口契約の物件引渡しが多かったため、

前年同一期間に比べてワンルームマンションの販売は大きく減少しており

ます。

その結果、ワンルームマンション売上高51,685百万円（3,022戸）、フ

ァミリーマンション売上高63,863百万円（1,482戸）、戸建販売売上高

8,024百万円（199戸）、中古マンション売上高6,892百万円（487戸）、そ

の他不動産販売売上高6,634百万円、不動産販売附帯事業売上高999百万円

となり、不動産販売事業の合計売上高は138,100百万円、セグメント利益

は19,846百万円となりました。

（その他事業）

その他事業におきましては、自社保有の賃貸不動産が順調に稼働いたし

ました。その結果、その他事業の売上高は7,104百万円、セグメント利益

は1,816百万円となりました。

② 設備投資の状況

当連結会計年度において保有目的の変更により、販売用不動産469百万

円を賃貸不動産に、賃貸不動産2,219百万円を販売用不動産に振替えてお

ります。

③ 資金調達の状況

当連結会計年度において、株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジ

ケートローンにより、3,500百万円の借入を行っております。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継

の状況

該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

特記すべき事項はありません。
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区 分
第 23 期

(2020年３月期)
第 24 期

(2021年３月期)
第 25 期

(2021年９月期)

第 26 期
(当連結会計年度)
(2022年９月期)

売 上 高(百万円) 224,011 243,813 99,752 145,205

経 常 利 益(百万円) 31,985 29,079 13,888 20,809

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

(百万円) 21,892 20,533 9,121 14,111

１株当たり当期純利益 (円) 347.45 315.32 134.17 206.40

総 資 産(百万円) 310,779 268,762 256,024 251,369

純 資 産(百万円) 116,690 140,132 148,256 160,768

１株当たり純資産 (円) 1,791.63 2,049.96 2,167.93 2,335.40

区 分
第 23 期

(2020年３月期)
第 24 期

(2021年３月期)
第 25 期

(2021年９月期)

第 26 期
(当事業年度)
(2022年９月期)

売 上 高(百万円) 208,431 227,341 91,364 118,195

経 常 利 益(百万円) 28,416 26,205 13,047 15,492

当 期 純 利 益(百万円) 19,786 17,603 9,399 10,917

１株当たり当期純利益 (円) 314.03 270.33 138.26 159.68

総 資 産(百万円) 285,151 239,661 228,169 223,605

純 資 産(百万円) 102,233 123,457 131,849 141,564

１株当たり純資産 (円) 1,585.12 1,810.52 1,932.76 2,055.86

(2) 財産及び損益の状況

①　企業集団の財産及び損益の状況

（注）　第25期につきましては、事業年度の変更に伴い、2021年４月１日から2021年９月30日ま

での６か月決算となっております。

②　当社の財産及び損益の状況

（注）　第25期につきましては、事業年度の変更に伴い、2021年４月１日から2021年９月30日ま

での６か月決算となっております。
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会 社 名 資 本 金
当社に対する
議決権比率

当 社 と の 関 係

株式会社オープンハウスグループ 20,070百万円 64.07％ 役員の兼任

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株式会社プレサンス住販 101百万円 100.0％
不動産販売代理事業
戸建分譲事業

株式会社プレサンスコミュニティ 101百万円 100.0％
マンション管理業
損害保険代理事業

株式会社プレサンスリアルタ 101百万円 100.0％ 中古マンション仲介・買取・販売事業

株 式 会 社 ト ラ イ ス ト 80百万円 100.0％ 建設業

株式会社プレサンスギャランティ 50百万円 100.0％ 賃貸マンション家賃等債務保証業

三 立 プ レ コ ン 株 式 会 社 70百万円 100.0％ 不動産販売事業

株式会社プレサンスホームデザイン 10百万円 100.0％ 不動産販売事業・不動産仲介事業

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

（注）親会社と当社との間で資本業務提携契約を締結しております。なお、親会社と当社との

間には、事業活動を行う上での承認事項等、当社の重要な財務及び事業の方針に関する

特段の制約はありません。当社は当社独自の経営判断で事業活動や経営上の決定を行っ

ており、親会社からの一定の独立性が確保されているものと考えております。

②　重要な子会社の状況

（注）株式会社プロスエーレワン、合同会社ＦＲＰ匿名組合及びPRESSANCE USA,INC.は当連結

会計年度において清算いたしました。
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(4) 対処すべき課題

当社グループが属する不動産業界の経営環境は、住宅取得支援制度の継続

的な実施等、住宅購買意欲を刺激する要因が存在することから、安定して推

移すると考えております。

このような経営環境のなか、当社グループの対処すべき課題は、以下のと

おりであります。

①　コーポレート・ガバナンスの強化

当社グループは、中長期的な業績向上及び企業価値向上のためにコーポレ

ート・ガバナンスの強化が非常に重要な課題であると認識しております。

当社グループにおいても、取締役会を含む重要な会議体のあり方及び意思

決定方法についての見直しや、社外取締役が職務執行の監督を行うに必要十

分な体制を構築することを目的とした環境整備を行い、コーポレート・ガバ

ナンス体制の改革を進めております。

②　コンプライアンス体制の強化及び信頼回復

当社グループは、コンプライアンス体制の強化が非常に重要な課題である

と認識しております。そのため、社内での研修等を通じたコンプライアンス

意識の定着を図るとともに、内部通報制度及び外部通報制度の整備による問

題の早期発見・解決にむけた取り組みを行っております。

③　親会社である株式会社オープンハウスグループとのシナジー効果の発揮

株式会社オープンハウスグループが当社グループの親会社となっておりま

す。地域補完及び商品補完関係の構築等を目指し、両者の経営資源や経営ノ

ウハウを融合することによる事業シナジーを発現させることを図ってまいり

ます。

④　財務体質の強化

事業用地の取得については金融機関からの借入金により賄っており、業容

の拡大に伴い有利子負債が増える傾向にあります。利益の蓄積のほか、さま

ざまな資金調達手法を活用し、財務体質の強化を図ってまいります。

⑤　優秀な人材の確保

当社グループは順調に事業規模を拡大しておりますが、業容の拡大に伴い

必要となる人員も増加してきております。営業職だけでなく、管理部門も含

めた各業務分野において優秀な人材の確保が急務となっております。

新卒を対象とした定期採用に加え、即戦力として期待できる中途採用も積

極的に行って、優秀な人材の確保に努めてまいります。
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(5) 主要な事業内容（2022年９月30日現在）

当社グループは、主に関西エリア・東海エリアを事業基盤として不動産販

売事業及びその他事業を展開しております。

各事業の内容は次のとおりです。

①　不動産販売事業

マンションの企画開発及び販売、ソリューション事業を行っておりま

す。

②　その他事業

マンションの賃貸管理事業（入居者の斡旋及び家賃の集金代行）、賃貸

事業（当社所有マンションの賃貸）、建物管理事業（管理組合の会計事務

等の受託）、損害保険代理事業、マンションの大規模修繕工事等の建設

業、及び賃貸マンションの家賃等債務保証業（入居者の家賃等債務の連帯

保証）を行っております。

本 社 大阪府大阪市

大 阪 支 店 大阪府大阪市

名 古 屋 支 店 愛知県名古屋市

東 京 支 店 東京都中央区

株式会社プレサンス住販 大阪府大阪市

株式会社プレサンスコミュニティ 大阪府大阪市

株式会社プレサンスリアルタ 大阪府大阪市

株式会社トライスト 大阪府大阪市

株式会社プレサンスギャランティ 大阪府大阪市

三立プレコン株式会社 愛知県岡崎市

株式会社プレサンスホームデザイン 大阪府大阪市

(6) 主要な営業所（2022年９月30日現在）

①　当社の主要な事業所

②　子会社
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事 業 部 門 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

不 動 産 販 売 事 業 524名 13名増

そ の 他 事 業 93名 6名増

全 社 （ 共 通 ） 77名 6名減

合 計 694名 13名増

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

355名 17名増 30.9歳 4.7年

(7) 使用人の状況（2022年９月30日現在）

①　企業集団の使用人の状況

②　当社の使用人の状況

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 15,650百万円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 10,494百万円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 7,920百万円

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 4,235百万円

株 式 会 社 東 京 ス タ ー 銀 行 3,866百万円

株 式 会 社 徳 島 大 正 銀 行 3,562百万円

株 式 会 社 関 西 み ら い 銀 行 3,210百万円

近 畿 産 業 信 用 組 合 2,940百万円

株 式 会 社 ジ ャ ッ ク ス 2,920百万円

株 式 会 社 紀 陽 銀 行 2,270百万円

(8) 主要な借入先の状況（2022年９月30日現在）
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①　発行可能株式総数 192,000,000株

②　発行済株式の総数 69,236,296株

③　株主数 15,017名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株式会社オープンハウスグループ 44,011千株 64.07％

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト
信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ）

2,377千株 3.46％

BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED
S T O C K  F U N D  ( P R I N C I P A L  A L L
S E C T O R  S U B P O R T F O L I O )

2,101千株 3.06％

株 式 会 社 パ シ フ ィ ッ ク 1,806千株 2.63％

BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM
G C M  C L I E N T  A C C T S  M  I L M  F E

1,559千株 2.27％

野村信託銀行株式会社（投信口） 990千株 1.44％

STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT
OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002

850千株 1.24％

U B S  A G  L O N D O N  A S I A  E Q U I T I E S 849千株 1.24％

株 式 会 社 オ ー ジ ー キ ャ ピ タ ル 654千株 0.95％

近 畿 産 業 信 用 組 合 470千株 0.68％

２．会社の現況

(1) 株式の状況（2022年９月30日現在）

④　大株主（上位10名）

（注）１. 発行済株式の総数は、自己株式（539,401株）を含んでおります。

２. 持株比率は、自己株式（539,401株）を控除して算出しております。
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株 式 数 交 付 対 象 者 数

取締役（監査等委員であるものを
除く。）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

9,622株
（－）

４名
（－）

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

－
（－）

－
（－）

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状

況

第６回新株予約権

発 行 決 議 日 2019年６月21日

新 株 予 約 権 の 数 600個

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 60,000株

（新株予約権１個につき 100株）

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 無償

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり 160,400円

（１株当たり 1,604円）

権 利 行 使 期 間
2021年８月１日から

2024年７月31日まで

主 な 行 使 の 条 件

・新株予約権者は権利行使時において、当社又は
当社子会社の取締役もしくは従業員の地位を有
しているものとする。

・新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその
権利を行使することができる。

役 員 の

保 有 状 況

取 締 役
（監査等委員であ
るものを除く。）

新株予約権の数 273個

目的株式の数 27,300株

保有者数 ４名

(2) 新株予約権等の状況

① 当事業年度の末日において、当社役員が保有している職務執行の対価と

して交付した新株予約権の状況

（注）１. 監査等委員でない社外取締役は置いておりません。

２. 監査等委員である取締役の保有分はありません。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約

権の状況

該当事項はありません。

③ その他新株予約権等の状況

該当事項はありません。
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会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 土 井 　 豊

株式会社プレサンスコミュニティ

代表取締役社長

株式会社プレサンスリアルタ

代表取締役社長

株式会社プレサンスギャランティ

代表取締役社長

取 締 役 常 務 執 行 役 員 平 野 賢 一
開発事業本部長

三立プレコン株式会社代表取締役社長

取 締 役 常 務 執 行 役 員 原 田 昌 紀 営業本部長

取 締 役 常 務 執 行 役 員 多治川　淳　一 建築事業本部長

取 締 役 若　旅　孝太郎
株式会社オープンハウスグループ

専務取締役　ＣＦＯ

取 締 役 山 岸 嘉 章

ファミリーマンション・住宅事業管掌

株式会社プレサンス住販

代表取締役社長

株式会社プレサンスホームデザイン

代表取締役社長

取締役(監査等委員･常勤） 遊 上 利 之

取 締 役 ( 監 査 等 委 員 ） 酒 谷 佳 弘
ジャパン・マネジメント・コンサルティ

ング株式会社代表取締役

取 締 役 ( 監 査 等 委 員 ） 西 岡 慶 子
西岡労務管理事務所代表

有限会社アットブレーン取締役

(3) 会社役員の状況

①　取締役の状況（2022年９月30日現在）

（注）１. 取締役（監査等委員）遊上利之氏、酒谷佳弘氏及び西岡慶子氏は、社外取締役であり

ます。

２. 当事業年度中の取締役の異動は次のとおりであります。

・取締役田中俊英氏は、2021年12月17日付をもって任期満了により退任いたしまし

た。

３. 情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、遊上利之氏

を常勤の監査等委員として選定しております。

４. 取締役（監査等委員）酒谷佳弘氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に

関する相当程度の知見を有しております。

５. 当社は、取締役（監査等委員）遊上利之氏、酒谷佳弘氏及び西岡慶子氏を東京証券取

引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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②　責任限定契約の概要

当社と各社外取締役（監査等委員）は、会社法第427条第１項の規定に

基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結してお

ります。当契約に基づく限度額は、善意でかつ重大な過失がないときに限

り、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額といたしております。

③　取締役の報酬等

イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬等は、基本報

酬、ストック・オプション及び譲渡制限付株式の付与のための報酬で構成

されており、監査等委員である取締役の報酬等は、基本報酬のみでありま

す。

なお、ストック・オプション及び譲渡制限付株式の付与のための報酬は

非金銭報酬であります。

ａ．基本報酬に関する方針

取締役（監査等委員であるものを除く。）の基本報酬は、役位別の固定

報酬、業績の達成度に応じた報酬及び各取締役の目標達成度に対する報酬

より構成されております。業績の達成度は、主に営業利益及び親会社株主

に帰属する当期純利益の計画に対する達成度により翌年度の定額報酬を決

定しております。

監査等委員である取締役の基本報酬は固定報酬のみであります。

ｂ．非金銭報酬に関する方針

取締役（監査等委員であるものを除く。）のストック・オプションは、

各取締役の役位に応じて決定しております。

取締役（監査等委員であるものを除く。）の譲渡制限付株式の付与のた

めの報酬は、譲渡制限付株式報酬規程に定められている役位別の報酬額に

よります。

ｃ．報酬等の付与時期や条件に関する方針

当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年６月23日

であり、決議の内容は、取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬

限度額は年額600百万円以内（ただし、使用人分は含まない。）、監査等

委員である取締役は年額120百万円以内であります。当該決議に係る取締

役（監査等委員であるものを除く。）の員数は９名、監査等委員である取

締役の員数は３名であります。

上記の他に、2019年６月21日の株主総会決議により、取締役（監査等委

員であるものを除く。）７名以内の者について、年額70百万円以内におい

てストック・オプションを付与すること及び、取締役（監査等委員である

取締役及び社外取締役を除く。）に対し、年額100百万円以内において譲

渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとしております。
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区　　分

報酬等の

総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
対象となる

役員の員数

（名）

金銭報酬 非金銭報酬

基本報酬
ストック・

オプション

譲渡制限付

株式報酬

取締役（監査等委員である

ものを除く。）

（うち社外取締役）

197

(－)

177

(－)

－

(－)

19

(－)

7

(－)

取締役（監査等委員）

（うち社外取締役）

13

(13)

13

(13)

－

(－)

－

(－)

3

(3)

合計

（うち社外取締役）

210

(13)

191

(13)

－

(－)

19

(－)

10

(3)

取締役の報酬を決定するにあたっては、その決定プロセスの透明性・客

観性を確保するため、委員の半数以上が独立社外取締役で構成される指名

報酬等委員会（構成員は土井豊、若旅孝太郎、遊上利之、酒谷佳弘、西岡

慶子の５名）を設置し、毎年12月に取締役報酬額の改定のための協議を行

っております。

当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定

権限を有する者は代表取締役社長土井豊であります。

取締役会は指名報酬等委員会に報酬等の算定について諮問を行い、指名

報酬等委員会において、基本報酬、ストック・オプション及び譲渡制限付

株式の付与のための報酬それぞれについて、株主総会の決議により承認さ

れた報酬限度額の範囲内で、取締役各人の役位、業績の達成度、各取締役

の目標達成度を勘案の上、かつ社会通念上相応の金額であるか否かを検

討・審議を行い、その結果を受けて代表取締役社長が各取締役の報酬額を

決定しております。これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定

されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、

相当であると判断し、取締役会で決議しております。

d．報酬等の決定の委任に関する事項

なお、代表取締役社長土井豊に個人別の報酬等の内容の決定を委任した

理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を当社においてもっとも

熟知し、総合的に各役員の報酬額を決定できると判断したためであり、独

立社外取締役を構成員とする指名報酬等委員会の審議を経て決定されてい

ることから、恣意的な決定はなされず権限が適切に行使されるための措置

が講じられております。

ロ．当事業年度に係る報酬等の総額
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出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役（監査等委員･常勤）

遊 上 利 之

当事業年度に開催された取締役会19回全てに、監査等委員会

14回全てに出席いたしました。取締役会において、取締役会

の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行って

おります。また、監査等委員会において、監査結果について

の意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っておりま

す。さらに、指名報酬等委員会の委員として、当事業年度に

開催された委員会２回の全てに出席しており、客観的・中立

的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程に

おける監督機能を担っております。

ハ．当事業年度に支払った役員退職慰労金

・当社は、2019年６月21日開催の第22期定時株主総会終結の時をもって

取締役（監査等委員であるものを除く。）の役員退職慰労金制度を廃

止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役（監査等委員であ

るものを除く。）に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期

間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議い

たしております。

　これに基づき、過年度及び当事業年度中に退任した取締役（監査等委

員であるものを除く。）２名に対し275百万円の役員退職慰労金を支

給しております。

④　社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他

の法人等との関係

・取締役（監査等委員）酒谷佳弘氏はジャパン・マネジメント・コンサ

ルティング株式会社の代表取締役を兼任しております。なお、当社と

同社との間には特別な関係はありません。

・取締役（監査等委員）西岡慶子氏は、西岡労務管理事務所の代表及び

有限会社アットブレーンの取締役を兼任しております。なお、当社と

両社との間には特別な関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況
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取締役（監査等委員）

酒 谷 佳 弘

当事業年度に開催された取締役会19回全てに、監査等委員会

14回全てに出席いたしました。公認会計士としての専門的見

地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・

適正性を確保するための発言を行っております。また、監査

等委員会において、監査結果についての意見交換、監査に関

する重要事項の協議等を行っております。さらに、指名報酬

等委員会の委員長として、当事業年度に開催された委員会２

回の全てに出席しており、客観的・中立的立場で当社の役員

候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主

導しております。

取締役（監査等委員）

西 岡 慶 子

当事業年度に開催された取締役会19回中18回に、監査等委員

会14回中13回に出席いたしました。社会保険労務士としての

専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の

妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。ま

た、監査等委員会において、監査結果についての意見交換、

監査に関する重要事項の協議等を行っております。さらに、

指名報酬等委員会の委員として、当事業年度に開催された委

員会２回中１回に出席しており、客観的・中立的立場で当社

の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機

能を担っております。

区 分 金 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 53百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額

53百万円

(4) 会計監査人の状況

①　名称　    EY新日本有限責任監査法人

②　報酬等の額

（注）１.　当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引

法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませ

んので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２.　監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬

見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監

査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

３.　会計監査人の報酬等の額については、上記以外に前事業年度に係る追加報酬額２百

万円が発生しております。
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③　非監査業務の内容

該当事項はありません。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必

要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不

再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定め

る項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、

会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等

委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解

任した旨と解任の理由を報告いたします。

(5) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置

付けております。配当については、将来の事業展開と事業の特性を考慮の

上、利益は主に内部留保として確保し、事業基盤の強化や成長のための投資

に活用することにより株主価値の増大に努めてまいりますとともに、安定的

かつ継続的な配当を行うことを基本方針としております。

当事業年度の剰余金の期末配当につきましては、取締役会決議により、１

株につき19円とさせていただきました。
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（2022年９月30日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

( 資 産 の 部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

販 売 用 不 動 産

仕掛販売用不動産

原材料及び貯蔵品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

賃 貸 不 動 産

土 地

そ の 他

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他
　

233,724

106,658

116

12,075

108,538

153

6,320

△138

17,644

14,797

219

14,300

197

78

114

2,733

122

8

1,936

665
　

（ 負 債 の 部 ）

流 動 負 債 33,166

支払手形及び買掛金 1,325

電 子 記 録 債 務 3,032

短 期 借 入 金 1,203

１年内返済予定の長期借入金 17,472

未 払 法 人 税 等 1,369

前 受 金 4,698

賞 与 引 当 金 222

そ の 他 3,840

固 定 負 債 57,435

長 期 借 入 金 57,175

そ の 他 259

負 債 合 計 90,601

( 純 資 産 の 部 )

株 主 資 本 160,397

資 本 金 7,275

資 本 剰 余 金 8,257

利 益 剰 余 金 145,409

自 己 株 式 △544

その他の包括利益累計額 37

その他有価証券評価差額金 15

為替換算調整勘定 21

新 株 予 約 権 333

純 資 産 合 計 160,768

資 産 合 計 251,369 負 債 ・ 純 資 産 合 計 251,369

連 結 貸 借 対 照 表

（注）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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( 2021年10月１日から
2022年９月30日まで )

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 145,205

売 上 原 価 109,741

売 上 総 利 益 35,464

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 14,815

営 業 利 益 20,648

営 業 外 収 益

受 取 利 息 61

受 取 配 当 金 3

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 389

為 替 差 益 267

受 取 手 数 料 45

違 約 金 収 入 74

不 動 産 取 得 税 還 付 金 17

そ の 他 94 953

営 業 外 費 用

支 払 利 息 627

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 13

支 払 手 数 料 110

そ の 他 40 792

経 常 利 益 20,809

特 別 損 失

関 係 会 社 株 式 売 却 損 119 119

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 20,689

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 4,804

法 人 税 等 調 整 額 797 5,602

当 期 純 利 益 15,087

非支配株主に帰属する当期純利益 975

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 14,111

連 結 損 益 計 算 書

（注）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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( 2021年10月１日から
2022年９月30日まで )

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

2 0 2 1 年 1 0 月 １ 日 　 残 高 6,890 7,892 133,489 △883 147,388

連結会計年度中の変動額

新 株 の 発 行 385 385 770

剰 余 金 の 配 当 △2,191 △2,191

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

14,111 14,111

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

自 己 株 式 の 処 分 17 301 318

自 己 株 式 の 消 却 △37 37 －

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額
( 純 額 )

連結会計年度中の変動額合計 385 364 11,919 339 13,009

2 0 2 2 年 ９ 月 3 0 日 　 残 高 7,275 8,257 145,409 △544 160,397

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

新株予約権
非 支 配
株 主 持 分

純資産合計その他有価証券
評価差額金

為 替 換 算
調 整 勘 定

その他の包括
利益累計額合計

2 0 2 1 年 1 0 月 １ 日 　 残 高 10 1 11 439 416 148,256

連結会計年度中の変動額

新 株 の 発 行 770

剰 余 金 の 配 当 △2,191

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

14,111

自 己 株 式 の 取 得 △0

自 己 株 式 の 処 分 318

自 己 株 式 の 消 却 －

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額
( 純 額 )

5 20 25 △106 △416 △497

連結会計年度中の変動額合計 5 20 25 △106 △416 12,511

2 0 2 2 年 ９ 月 3 0 日 　 残 高 15 21 37 333 － 160,768

連結株主資本等変動計算書

（注）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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（2022年９月30日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

販 売 用 不 動 産

仕掛販売用不動産

原材料及び貯蔵品

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

賃 貸 不 動 産

土 地

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

電 話 加 入 権

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 出 資 金

従業員に対する長期貸付金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他
　

207,066

89,518

11,107

100,743

31

1,161

4,684

△179

16,538

11,891

67

7

42

11,753

20

59

58

0

4,588

79

2,098

153

7

11

1,847

390
　

（ 負 債 の 部 ）

流 動 負 債 27,671

電 子 記 録 債 務 3,032

買 掛 金 428

短 期 借 入 金 656

１年内返済予定の長期借入金 15,905

未 払 金 1,219

未 払 費 用 53

未 払 法 人 税 等 571

未 払 消 費 税 等 207

前 受 金 4,131

預 り 金 1,090

賞 与 引 当 金 104

そ の 他 270

固 定 負 債 54,368

長 期 借 入 金 54,253

そ の 他 115

負 債 合 計 82,040

（純資産の部）

株 主 資 本 141,215

資 本 金 7,275

資 本 剰 余 金 8,255

資 本 準 備 金 7,205

その他資本剰余金 1,050

利 益 剰 余 金 126,229

その他利益剰余金 126,229

別 途 積 立 金 3,000

繰越利益剰余金 123,229

自 己 株 式 △544

評価・換算差額等 15

その他有価証券評価差額金 15

新 株 予 約 権 333

純 資 産 合 計 141,564

資 産 合 計 223,605 負 債 ・ 純 資 産 合 計 223,605

貸　借　対　照　表

（注）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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( 2021年10月１日から
2022年９月30日まで )

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 118,195

売 上 原 価 89,787

売 上 総 利 益 28,407

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 13,872

営 業 利 益 14,535

営 業 外 収 益

受 取 利 息 3

受 取 配 当 金 218

為 替 差 益 267

匿 名 組 合 投 資 利 益 1,004

受 取 手 数 料 16

違 約 金 収 入 42

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 32

そ の 他 88 1,674

営 業 外 費 用

支 払 利 息 590

支 払 手 数 料 103

そ の 他 23 717

経 常 利 益 15,492

税 引 前 当 期 純 利 益 15,492

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,473

法 人 税 等 調 整 額 1,102 4,575

当 期 純 利 益 10,917

損　益　計　算　書

（注）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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( 2021年10月１日から
2022年９月30日まで )

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

そ の 他 利 益 剰 余 金
利益剰余金
合 計別途積立金

繰 越 利 益
剰 余 金

2 0 2 1年1 0月１日　残高 6,890 6,820 1,070 7,890 3,000 114,503 117,503

事 業 年 度 中 の 変 動 額

新 株 の 発 行 385 385 385

剰 余 金 の 配 当 △2,191 △2,191

当 期 純 利 益 10,917 10,917

自 己 株 式 の 取 得

自 己 株 式 の 処 分 17 17

自 己 株 式 の 消 却 △37 △37

株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 事 業 年 度 中
の 変 動 額 ( 純 額 )

事業年度中の変動額合計 385 385 △20 364 － 8,726 8,726

2 0 2 2年９月3 0日　残高 7,275 7,205 1,050 8,255 3,000 123,229 126,229

株 主 資 本 評価・換算差額等

新株予約権
純 資 産
合 計自 己 株 式

株 主 資 本
合 計

その他有価
証 券 評 価
差 額 金

評価・換算
差額等合計

20 2 1年1 0月１日　残高 △883 131,400 10 10 439 131,849

事 業 年 度 中 の 変 動 額

新 株 の 発 行 770 770

剰 余 金 の 配 当 △2,191 △2,191

当 期 純 利 益 10,917 10,917

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0 △0

自 己 株 式 の 処 分 301 318 318

自 己 株 式 の 消 却 37 － －

株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 事 業 年 度 中
の 変 動 額 ( 純 額 )

5 5 △106 △100

事業年度中の変動額合計 339 9,815 5 5 △106 9,714

2 0 2 2年９月3 0日　残高 △544 141,215 15 15 333 141,564

株主資本等変動計算書

（注）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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独立監査人の監査報告書

2022年11月22日

株式会社プレサンスコーポレーション

取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
　 大阪事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 前 川 英 樹

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 福 竹 　 徹

　
監査意見

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社プレサン

スコーポレーションの2021年10月１日から2022年９月30日までの連結会計年

度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主

資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社プレサンスコーポレーショ

ン及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及

び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計

算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我

が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当

監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判

断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の

責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の

職務の執行を監視することにある。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
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　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容

は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明する

ものではない。

　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通

読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法

人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ

と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆

候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが

あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに

は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが

含まれる。

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連

結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計

算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的

な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意

見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性

があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を

与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心

を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、

重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続

の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する

ためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応

じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す

る。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に

よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を

評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であ

るかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な

疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ

るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら

れる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起す

ること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でな

い場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求めら

れている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ

いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな

くなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注

記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類

が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財

務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算

書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、

単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、

監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見

事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業

倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると

合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガ

ードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計

士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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独立監査人の監査報告書

2022年11月22日

株式会社プレサンスコーポレーション

取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
　 大阪事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 前 川 英 樹

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 福 竹 　 徹

　
監査意見

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社プ

レサンスコーポレーションの2021年10月１日から2022年９月30日までの第26

期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変

動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」とい

う。）について監査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び

損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書

類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が

国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、

監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見

表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の

責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の

職務の執行を監視することにある。

計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
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　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は

含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するも

のではない。

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読

し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が

監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま

た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があ

るかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが

あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、

不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ

る。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算

書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書

類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な

保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を

表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ

り、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与える

と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心

を保持して以下を実施する。
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・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、

重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続

の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた

めのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じ

た適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す

る。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に

よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を

評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切である

かどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑

義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる

かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ

る場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ

と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合

は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい

る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい

るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる

可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記

事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎

となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、

監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見

事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業

倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると

合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガ

ードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

当監査等委員会は、2021年10月１日から2022年９月30日までの第26期
事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その
方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事

項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体

制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運

用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を

表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

①　監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、監査の

方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査室と連携の上、重要な会

議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の

報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、

本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。

また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及

び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けまし

た。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい

るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計

監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体

制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品

質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備し

ている旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、

計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記

表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益

計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたし

ました。

監査等委員会の監査報告書　謄本
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２．監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認

めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及

び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ

ん。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であ

ると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であ

ると認めます。

2022年11月22日

株式会社プレサンスコーポレーション　監査等委員会

常勤監査等委員　　遊上利之　㊞

監査等委員　　酒谷佳弘　㊞

監査等委員　　西岡慶子　㊞

（注）監査等委員遊上利之、酒谷佳弘及び西岡慶子は、会社法第２条第15号

及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以　上
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現 行 定 款 変 更 案

第３章　株主総会

（参考書類等のインターネット開示）

第１５条　当会社は、株主総会参考書　　

類、計算書類、連結計算書類及び事

業報告に記載又は表示すべき事項に

係る情報を、法務省令の定めるとこ

ろにより、インターネットで開示す

ることができる。

第３章　株主総会

（削　除）

株主総会参考書類

第１号議案　定款一部変更の件

１．提案の理由

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１

条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行され、株

主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、次のとおり定

款を変更するものであります。

（1）株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をと

る旨を定款に定めることが義務付けられたことから、変更案第１

５条（電子提供措置等）第１項を新設するものであります。

（2）株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をと

る事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載す

る事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるよ

うにするため、変更案第１５条（電子提供措置等）第２項を新設

するものであります。

（3）株主総会資料の電子提供制度導入に伴い、現行定款第１５条（参

考書類等のインターネット開示）の規定は不要となるため、これ

を削除するものであります。

（4）上記(3)の削除される規定の効力に関する附則を設けるものであり

ます。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。

２．変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）
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現 行 定 款 変 更 案

（新　設） (電子提供措置等)

第１５条　当会社は、株主総会の招集

に際し、株主総会参考書類等の内容

である情報について、電子提供措置

をとるものとする。

２　当会社は、電子提供措置をとる事

項のうち法務省令で定めるものの全

部又は一部について、議決権の基準

日までに書面交付請求した株主に対

して交付する書面に記載しないこと

ができる。

（新　設） （附則）

第１条　2022年９月１日（以下「施行

日」という）から６か月以内の日を

株主総会の日とする株主総会につい

ては、変更前定款第１５条（参考書

類等のインターネット開示）はなお

効力を有する。

２　本附則は、施行日から６か月を経

過した日または前項の株主総会の日

から３か月を経過した日のいずれか

遅い日後にこれを削除する。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

１

ど

土

 

　
い

井

 

　

 

　

 

　
ゆたか

豊
(1968年11月８日生)

1999年４月 当社入社

2000年５月 取締役管理部長

2001年４月 常務取締役管理部長

2003年４月 専務取締役管理部長

2012年６月 専務取締役管理本部長

2017年４月 取締役副社長管理本部長

2019年12月 代表取締役副社長管理本部長

2019年12月 代表取締役社長（現任） 122,400株

（重要な兼職の状況）

株式会社プレサンスコミュニティ

代表取締役社長

株式会社プレサンスリアルタ

代表取締役社長

株式会社プレサンスギャランティ

代表取締役社長

取締役候補者とした理由

土井豊氏は、代表取締役社長として当社の経営を統括しております。豊富な経験

と実績に基づく強いリーダーシップにより、会社の発展に貢献してまいりまし

た。今後の持続的な企業価値向上、コーポレート・ガバナンスの強化のために、

引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）６名は、本定時株主総会終結の時を

もって任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員であるものを除

く。）６名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見は

ございませんでした。

取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

２

ひら

平

 

　
の

野

 

　
けん

賢

 

　
いち

一

(1969年11月３日生)

2012年６月 当社入社

2014年４月 名古屋支店開発事業部長代理

2015年４月 名古屋支店副支店長兼名古屋

支店開発事業部長

2015年６月 取締役名古屋支店副支店長兼

名古屋支店開発事業部長

2017年４月 常務取締役東海・東日本開発

事業本部長

2018年４月 常務取締役開発事業本部長

2021年12月　取締役常務執行役員開発事業

本部長（現任）

7,000株

（重要な兼職の状況）

三立プレコン株式会社代表取締役社長

取締役候補者とした理由

平野賢一氏は、開発部門の経験を長く有し、開発事業本部長として開発事業を統

括しており、事業に対する高い見識と実績を備えております。今後の持続的な企

業価値向上のために、引き続き取締役としての選任をお願いするものでありま

す。

３

はら

原

 

　
だ

田

 

　
まさ

昌

 

　
のり

紀

(1983年７月５日生)

2005年11月 当社入社

2015年10月 営業２部長

2016年10月 執行役員営業１部長

2017年４月 執行役員営業２部長

2017年６月 取締役営業２部長

2018年４月 取締役営業１部長

2019年２月 取締役大阪支店長兼営業部長

2020年６月 常務取締役本社営業部長兼大

阪支店長兼大阪支店営業部長

2020年10月 常務取締役営業本部長

2021年12月　取締役常務執行役員営業本部

長（現任）

93,900株

取締役候補者とした理由

原田昌紀氏は、営業部門の経験を長く有し、営業本部長として、当社の事業に対

する高い見識と実績を備えております。今後の持続的な企業価値向上のために、

引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

４

た

多
じ

治
かわ

川

 

　
じゅん

淳

 

　
いち

一

(1969年７月10日生)

2000年７月 当社入社

2004年４月 事業部長代理

2009年６月 取締役事業部長

2014年２月 取締役開発事業部長

2015年10月 取締役開発事業本部長

2017年４月 取締役西日本開発事業本部長

2018年４月 取締役建築事業本部長

2021年12月　取締役常務執行役員建築事業

本部長（現任）

16,500株

取締役候補者とした理由

多治川淳一氏は、建築事業本部長として当社の建築事業を統括しており、事業に対

する高い見識と実績を備えております。今後の持続的な企業価値向上のために、引

き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

５

わか

若

 

　
たび

旅

 

　
こう

孝
た

太
ろう

郎

(1976年１月24日生)

1998年４月 株式会社住友銀行（現株式会

社三井住友銀行）入行

2000年６月 スターバックスコーヒージャ

パン株式会社入社

2009年８月 株式会社オープンハウス（現

株式会社オープンハウスグル

ープ）入社

2014年10月 同社執行役員企画部長

2015年12月 同社取締役

2018年４月 同社取締役常務執行役員管理

本部長兼企画本部長

2020年６月 当社取締役（現任）

2021年12月 株式会社オープンハウス（現

株式会社オープンハウスグル

ープ）専務取締役ＣＦＯ　

（現任）

－株

（重要な兼職の状況）

株式会社オープンハウスグループ

専務取締役ＣＦＯ

取締役候補者とした理由

若旅孝太郎氏は、株式会社オープンハウスグループの管理本部及び経営企画本部

の責任者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらを当社の経

営及びコーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただきたいため、引き続き

取締役としての選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

６

やま

山

 

　
ぎし

岸

 

　
よし

嘉

 

　
あき

章

(1969年４月25日生)

1994年４月 大倉建設株式会社入社

1999年６月 株式会社日経アシスト（現株

式会社プレサンス住販）代表

取締役社長（現任）

2020年12月 当社上席執行役員ファミリー

マンション・住宅事業担当

2021年12月　取締役ファミリーマンショ

ン・住宅事業管掌（現任）

364,600株

（重要な兼職の状況）

株式会社プレサンス住販代表取締役社長

株式会社プレサンスホームデザイン

代表取締役社長

取締役候補者とした理由

山岸嘉章氏は、当社グループにおいて、主としてファミリーマンション及び戸建

事業の販売を担当しております。また、当社子会社の代表取締役社長を務めてお

り、当社グループにおける幅広い領域での責任者としての高い見識と実績を備え

ております。今後の持続的な企業価値向上のために、取締役候補者といたしまし

た。

（注）１．若旅孝太郎氏は、現在及び過去10年間において、当社の親会社であります株式会社オ

ープンハウスグループの業務執行者でありますが、同社における地位及び担当は、上

記「略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）」に記載のとおりであり

ます。

２．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

３．各候補者が所有する当社の株式数には、持株会における持分を含んでおります。
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候補者

番 号

氏 名

（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社

の 株 式 数

１

さか

酒　
たに

谷　
よし

佳　
ひろ

弘

(1957年３月11日生)

1979年10月　日新監査法人（現EY新日本有

限責任監査法人）入社

1998年８月　センチュリー監査法人（現EY

新日本有限責任監査法人）代

表社員

2004年６月　同監査法人　代表社員退任

2004年７月　ジャパン・マネジメント・コ

ンサルティング株式会社設立　

代表取締役（現任）

2004年７月　当社監査役

2015年６月　当社取締役（監査等委員）

（現任）

（重要な兼職の状況）

ジャパン・マネジメント・コンサルティ

ング株式会社　代表取締役

5,500株

２

にし

西　
おか

岡　
けい

慶　
こ

子

(1959年４月３日生)

1999年３月　西岡労務管理事務所開設代表

（現任）

2005年６月　当社監査役

2006年４月　有限会社アットブレーン設立　

取締役（現任）

2015年６月　当社取締役（監査等委員）

（現任）

（重要な兼職の状況）

西岡労務管理事務所　代表

有限会社アットブレーン　取締役

3,500株

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役全員（３名）は、本定時株主総会終結の時をもって任

期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願い

するものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者

番 号

氏 名

（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社

の 株 式 数

３

　※
あ

我
び

孫
こ

子　
とし

俊　
ひろ

裕

(1960年７月１日生)

1983年４月　花王石鹸株式会社（現花王株

式会社）入社

2018年１月　同社経営監査室　販売・ロジ

担当部長

2020年５月　花王ビジネスアソシエーショ

ン株式会社内部統制担当

－株

（注）１．※印は、新任の候補者であります。

２．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

３．酒谷佳弘氏及び西岡慶子氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所に独立役員

として届け出ております。

我孫子俊裕氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員

の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員とする予定であ

ります。

４．酒谷佳弘氏を社外取締役候補者とした理由は、長年にわたる公認会計士としての業務

経験を有しており、企業財務に関する知見を当社の監査・監督に活かしていただくた

め、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏が選任された場

合は、指名報酬等委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客

観的・中立的立場で関与いただく予定です。なお、同氏は、現在当社の監査等委員で

ある社外取締役であり、監査等委員である社外取締役としての在任期間は本定時株主

総会の終結の時をもって７年となります。

５．西岡慶子氏を社外取締役候補者とした理由は、社会保険労務士としての業務経験を有

しており、労働関連法令に関する知見を当社の監査・監督に活かしていただくため、

社外取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏が選任された場合

は、指名報酬等委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観

的・中立的立場で関与いただく予定です。なお、同氏は、現在当社の監査等委員であ

る社外取締役であり、監査等委員である社外取締役としての在任期間は本定時株主総

会の終結の時をもって７年となります。

６．我孫子俊裕氏を社外取締役候補者とした理由は、長年にわたり経営監査及び内部統制

業務に携わり、豊富な経験と知見を有しており、当社の監査・監督に活かしていただ

くため、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏が選任され

た場合は、指名報酬等委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対

し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。なお、同氏は過去に会社の役員の

経験はありませんが、上記の理由から監査等委員である社外取締役としての職務を適

切に遂行できるものと判断しております。

７．当社は、酒谷佳弘氏及び西岡慶子氏との間で、法令に定める額を限度として賠償責任

を限定する責任限定契約を締結しております。なお、両氏の再任が承認された場合に

は、当該契約を継続する予定であります。また、我孫子俊裕氏の選任が承認された場

合には、同氏とも同様の内容の責任限定契約を締結する予定であります。

８．各候補者が所有する当社の株式数には、持株会における持分を含んでおります。
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氏名
独立

社外

経営・事業

戦略

マーケティ

ング・販売

不動産

開発・建築

法務・リス

クマネジメ

ント

財務・会

計・Ｍ＆Ａ

土 井 豊 ● ●

平 野 賢 一 ● ●

原 田 昌 紀 ● ●

多治川淳一 ● ●

若旅孝太郎 ● ●

山 岸 嘉 章 ● ●

酒 谷 佳 弘 ● ● ●

西 岡 慶 子 ● ● ●

我孫子俊裕 ● ● ●

【ご参考】スキル・マトリックス

当社の持続的な企業価値向上の実現に向けて、当社の取締役会がその意思決定

機能及び経営の監督機能を適切に発揮するために備えるべきスキル（知識・経

験・能力）を特定いたしました。

本定時株主総会において、取締役選任議案が原案どおり承認された場合の取締

役会の構成、並びに各取締役が備えるスキルは以下のとおりであります。

以　上
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インターネットによる議決権行使のお手続きについて

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認の上、行

使していただきますようお願いいたします。

当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決

権行使のお手続きはいずれも不要です。

記

１．議決権行使サイトについて

（1）インターネットによる議決権行使は、パソコンまたはスマートフォンから、当

社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセ

スしていただくことによってのみ実施可能です。（ただし、毎日午前２

時から午前５時までは取り扱いを休止いたします。）

（2）パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接

続にファイアウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフト

を設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合、TLS暗号化通信

を指定されていない場合等、株主様のインターネット利用環境によって

は、ご利用できない場合もございます。

（3）インターネットによる議決権行使は、2022年12月15日（木曜日）の午後

６時まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な

点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

２．インターネットによる議決権行使方法について

（1）パソコンによる方法

・議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）において、議決権行使

書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いた

だき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

・株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行

使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイ

ト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承

ください。

・株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」を

ご通知いたします。
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（2）スマートフォンによる方法

・議決権行使書用紙に記載の「ログイン用QRコード」をスマートフォンに

より読み取ることで、議決権行使サイトに自動的に接続し、議決権行使

を行うことが可能です。

（「ログインID」及び「仮パスワード」の入力は不要です。）

・セキュリティの観点からQRコードでのログインは１回のみとなります。

２回目以降は、QRコードを読み取っても「ログインID」「仮パスワー

ド」の入力が必要になります。

・スマートフォン機種によりQRコードでのログインができない場合があり

ます。QRコードでのログインができない場合には、上記２．(1）パソコ

ンによる方法にて議決権行使を行ってください。

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

３．複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

（1）郵送とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、イ

ンターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただ

きますのでご了承ください。

（2）インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後

に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコンとスマ

ートフォンで重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内

容を有効とさせていただきます。

４．議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接

続料金等）は、株主様のご負担となります。

５．インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ先

インターネットによる議決権行使に関するご不明点、システム等につきま

しては、以下にお問い合わせください。

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）

（電話）0120-173-027　（受付時間　9：00～21：00、通話料無料）

以上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図
会場：大阪市中央区城見一丁目２番27号

クリスタルタワー　20Ｆ　「会議室Ａ」
TEL 06－4793－1650
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・ＪＲ東西線「大阪城北詰駅」１番出口から徒歩約５分
・ＪＲ大阪環状線「京橋駅」西口より徒歩約１０分
・京阪電車「京橋駅」片町口より徒歩約１０分
・地下鉄長堀鶴見緑地線「大阪ビジネスパーク駅」３番出口からクリス

タルタワー地下１階へ地下道が直結
（ご注意）

駐車場の用意がございませんので、公共の交通機関をご利用ください
ますようお願い申しあげます。


